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しずおかフィナンシャルグループ社内ベンチャー制度 第 2号案件を事業化 
地域企業向け「カウンセリング･研修業務」を開始 

 

 

静銀総合サービス（社長 花崎 誠）は、2026 年 2 月 26 日付で「他業銀行業高度化等会社許認可」を

取得し、しずおかフィナンシャルグループの社内ベンチャー制度第 2 号案件として、地域企業向けの

「カウンセリング･研修業務」の提供を新たに開始しましたので、その概要をご案内します。 

本事業は、働き方や価値観の多様化にともない高まる人的課題や組織課題への対応を目的に、企業･官

公庁･団体･学校などを対象として、個別相談、オンラインカウンセリング、各種研修などを提供するも

のです。 

 

１．提供開始日  6 月 1 日（月） 

２．本事業開始の背景、目的 

○近年、働き方の多様化や人材不足の深刻化を背景に、従業員のキャリア形成支援、メンタルヘル

ス対応、ハラスメント防止、組織内コミュニケーションの活性化など、企業が抱える人的課題は

高度化･複雑化しています。 

○こうしたなか、静銀総合サービスは、しずおかフィナンシャルグループの社内ベンチャー制度か

ら生まれたアイデアをもとに、本制度第 2 号案件として「カウンセリング･研修業務」を事業化し

ました。 

〇本事業では、地域企業をはじめ、官公庁、団体、学校など幅広いお客さまを対象に、専門資格を

有する人財によるカウンセリングや研修サービスを提供し、個人の成長支援と組織課題の解決を

通じて、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。 

３．事業概要 

（１）個別面談業務（対面） 

・従業員一人ひとりの悩みや課題を把握し、キャリア形成、職場環境、人間関係などに関する相

談対応を行います 

（２）カウンセリング業務（オンライン） 

・専門資格を有するカウンセラーがオンラインで、従業員およびその家族の個人的な悩みに関す

る相談対応を行います 

（３）研修業務 

・ハラスメント防止、コミュニケーション向上、メンタルヘルス、キャリア形成支援など、組織

課題や人財育成ニーズに応じた各種研修を提供します 

４．その他 

○本事業では、キャリアコンサルタント、心理相談、ハラスメント相談、職業生活における両立支

援等に関する専門資格･知見を有する 2 名を中心に、外部専門機関とも連携しながら、企業ごとの

課題に応じた支援体制を構築します。 

〇しずおかフィナンシャルグループでは、社内ベンチャー制度を通じて、社員のアイデアや挑戦を

新たな事業創出につなげています。 

〇静銀総合サービスでは、本事業を通じて地域企業等の課題解決を支援し、働きやすい職場づくり

や人財育成をサポートすることで、地域社会への価値提供に取り組みます。 

 


